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大阪産（もん）名品認証制度実施要領 

 

（目的） 

第１条 この要領は、大阪の特産と認められる加工食品を「大阪産（もん）名品」として認

証することにより、大阪の食の魅力を全国に発信し、かつ大阪の特産と認められる加工食

品に対する消費者の理解を深め、もって大阪の都市魅力の向上と大阪府内の食品産業の振

興を図ることを目的とし、必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 大阪産（もん）名品とは、大阪を代表する土産物等として知事が認める加工食品で

あり、飲食料品を設備を設けて飲食させることを目的とする商品を除くものとする。 

 

（認証基準） 

第３条 知事は、認証に必要な基準（以下「認証基準」という。）を定めるものとする。 

 

（申請者の資格） 

第４条 認証の申請ができる者は、大阪府内に主たる事業所を有し、認証を受けようとする

商品（以下「申請商品」という。）を国内に所在する製造所等で製造（他事業者に委託して

製造する場合を含む）している食品加工業者等とする。ただし、大阪府補助金交付規則第

２条第２号イからハまでのいずれかに該当する場合は除く。 

 

（認証の申請） 

第５条 認証を受けようとする者は、申請商品ごとに大阪産（もん）名品認証申請書（様式

第１号。以下「認証申請書」という。）を知事に提出しなければならない。 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。 

（１）同意書（様式第２号）※製造者自らが申請する場合は不要 

（２）申請者の概要が分かる書類 

ア 定款又は規約その他これに類する書類 

イ 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本の写し 

個人にあっては、申請者の住民票 

（３）府税に未納のないことの証明書（納税証明書） 

（４）消費税及び地方消費税に未納のないことの証明書（納税証明書） 

（５）申請に係る生産、製造、販売等について、法令等に基づく許可等を要する場合は、

当該許可等を受けていることを証する書類の写し 

（６）申請商品の製造年数を証明する資料 

（７）申請商品の一括表示ラベル 

（８）申請商品の写真 

（９）申請商品の見本（提出時期については、追って府が指定するものとする。） 

（10）その他知事が別に定めるもの 

 

（認証の審査） 

第６条 知事は、前条の申請があった場合は、第３条の認証基準に基づき、認証の可否につ

いて審査（以下「認証審査」という。）を行うものとする。 
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２ 知事は、認証審査を行う場合には、大阪産（もん）名品認証審査会を設置し、意見を聴

取するものとする。 

 

（審査結果の通知及び認証の公表等） 

第７条 知事は、前条の認証審査結果について、申請者に大阪産（もん）名品認証審査結果

通知書（様式第３号）により通知するものとする。 

２ 知事は、認証した申請商品（以下「認証商品」という。）について、当該認証商品の申請

者（以下「認証事業者」という。）に対して認証証書（様式第４号。以下「認証証書」とい

う。）を交付するものとする。 

３ 知事は、認証商品及び認証事業者の内容等を公表することができるものとする。 

 

（認証の表示） 

第８条 認証事業者は、認証商品等に知事が別に定める認証マークを表示するよう努めなけ

ればならない。この場合、認証マークを付すための経費は認証事業者が負担するものとす

る。 

２ 認証事業者は、自社のホームページやパンフレットその他の各種広報媒体において、認

証商品の紹介等を行う場合には、認証商品である旨を表示するよう努めなければならない。 

 

（認証証書の再交付） 

第９条 認証事業者は、認証証書を紛失又は汚損したときは、大阪産（もん）名品認証証書

再交付申請書（様式第５号。以下「再交付申請書」という。）を知事に提出し、認証証書の

再交付を申請することができる。 

２ 紛失により前項の規定による再交付を受けた者は、紛失した認証証書が発見されたとき

は、発見された当該認証証書を直ちに返納しなければならない。 

３ 汚損により第一項の規定による再交付を申請しようとする者は、汚損した当該認証証書

を添付して申請しなければならない。 

 

（認証の有効期限及び更新） 

第 10条 認証の有効期限は、認証の日から２年が経過した後の年度末とする。 

２ 認証事業者は、継続して認証を受けようとする場合は、認証の有効期限までの間に大阪

産（もん）名品認証継続申請書（様式第６号。以下「継続申請書」という。）を知事に提出

しなければならない。 

３ 前項の申請を行うことができる認証事業者は、大阪府内に主たる事業所を有し、認証商

品を国内に所在する製造所等で製造（他事業者に委託して製造する場合を含む）している

者とする。ただし、大阪府補助金交付規則第２条第２号イからハまでのいずれかに該当す

る場合は除く。 

４ 知事は、第２項の申請を行った認証事業者が前項に規定する要件を満たすと認める場合

は、当該認証事業者に対し、認証証書を交付するものとする。この場合において、認証の

日は、従前の認証の有効期限の翌日とする。 

 

（認証内容の変更及び廃止） 

第 11条 認証事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、大阪産（もん）名品認証申

請事項変更（廃止）届出書（様式第７号。以下「変更（廃止）届」という。）により、速や
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かに知事に届け出なければならない。 

（１）次に掲げる事項に変更が生じたとき 

  ア 認証事業者の名称又は所在地 

  イ 製造者に係る事項 

  ウ 製造所に係る事項 

  エ 認証商品の商品名 

（２）認証商品の製造又は販売を１年以上中止又は廃止したとき 

２ 前項の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ掲げる書類等を

添付するものとする。 

 （１）前項（１）アの場合にあっては、第５条第２項（２）に掲げる書類又はその他の書

類であって、変更後の内容について確認ができるもの 

 （２）前項（１）エの場合にあっては、第５条第２項（７）及び（８）に掲げる書類等 

 

（認証の承継） 

第 12条 認証商品に係る認証を承継しようとする者は、大阪産（もん）名品認証承継申請書

（様式第８号。以下「承継申請書」という。）を知事に提出しなければならない。 

２ 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類等を添付するものとする。 

 （１） 第５条第２項（２）に掲げる書類 

 （２） 第５条第２項（７）及び（８）に掲げる書類等 

 （３） 承継しようとする認証に係る認証証書の写し 

 （４） その他、知事が必要と認める書類 

３ 認証を承継できる者は、大阪府内に主たる事業所を有し、承継した認証商品を国内に所

在する製造所等で製造（他事業者に委託して製造する場合を含む）している食品加工業者

等とする。ただし、大阪府補助金交付規則第２条第２号イからハまでのいずれかに該当す

る場合は除く。 

４ 知事は、第１項の申請を行った者が前項に規定する要件を満たすと認める場合は、当該

申請者を認証事業者とし、当該認証商品に係る認証証書を交付するものとする。 

５ 前項の場合において、認証の有効期限は承継により変更しない。 

 

（電子情報処理組織の使用） 

第 13条 次の表の左欄に掲げる申請又は届出は、その規定にかかわらず、電子情報処理組織

（知事の使用に係る電子計算機と当該申請又は届出を行おうとする者の使用に係る電子計

算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。）を使用して行うことができる。

また、その申請又は届出は、次の表の右欄に掲げる書面により行われたものとみなして、

この要領の規定を適用する。 

認証の申請（第５条第１項関係） 認証申請書（様式第１号） 

認証証書の再交付の申請（第９条関係） 再交付申請書（様式第５号） 

認証の継続の申請（第10条第２項関係） 継続申請書（様式第６号） 

認証内容の変更及び廃止の届出（第11条） 変更（廃止）届（様式第７号） 

認証の承継の申請（第12条） 承継申請書（様式第８号） 

２ 前項の規定により行われた申請又は届出は、同項の知事の使用に係る電子計算機に備え

られたファイルへの記録がなされたときに知事に到達したものとみなす。 
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（認証事業者の責務） 

第 14条 認証事業者は、この要領に定める規定を誠実に遵守しなければならない。 

２ 認定商品の品質、流通、販売等において事故等の問題が生じたときは、認証事業者がそ

の責任を負うものとする。なお、当該問題の内容については、速やかに大阪府に報告しな

ければならない。 

 

（調査及び報告） 

第 15条 知事は、特に必要があると認める場合には、職員等を派遣し、認証事業者に対して、

認証商品に係る報告を求め、必要な指示をすることができる。 

 

（認証の取消） 

第 16条 知事は、認証商品及び認証事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、認証を

取り消すことができる。 

（１）申請の資格の要件を欠くとき 

 （２）虚偽の申請により認証を受けたとき 

 （３）認証辞退の申し出があったとき 

 （４）認証証書や認証マークを不適正に使用したとき 

 （５）第 11条の規定による届出を正当な理由なく行わなかったとき 

 （６）第 15条の規定による報告を正当な理由なく拒否し、又は指示に従わなかったとき 

 （７）その他、制度の運用に重要な支障を来す行為があったとき 

２ 知事は、前項により認証を取り消したときは、当該認証事業者に対して、理由を付記し

た大阪産（もん）名品認証取消通知書（様式第９号）により通知する。 

 

（その他） 

第 17条 この要領に定めるもののほか必要な事項は別に定める。 

 

附 則 

１ この要領は、平成 30年４月 17日から施行する。 

  ２ 大阪産（もん）名品の対象とする加工食品に関する大阪産（もん）商標登録ロゴマ

ーク使用許可要領（平成 22年８月３日施行）は廃止する。なお、同要領に基づき大阪

産（もん）名品と認められた商品は、この要領により認証されたものとみなすものと

する。この場合において、第 10条の規定に関わらず認証の有効期間は従前のとおりと

する。 

  

 附 則 

  この要領は、平成 31年１月 24日から施行する。 

 

 附 則 

  この要領は、令和２年３月 26日から施行する。 

 

 附 則 

  この要領は、令和３年２月５日から施行する。 
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 附 則 

  この要領は、令和４年２月 10日から施行する。 

 


